
 1

　
　
　
自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

　
自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

　
第
一
条
中
第
十
条
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

　
　
第
四
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
市
町
村
長
は
、
前
項
の
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
聴
会
を
開
い
て
、
第
一
項
の
許
可
の
申

請
に
係
る
施
設
の
設
置
場
所
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
条
中
第
十
二
条
の
十
八
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

　
　
第
十
四
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
第
二
条
の
う
ち
第
一
条
の
改
正
規
定
中
「
、
自
転
車
競
技
会
又
は
私
人
」
を
「
又
は
自
転
車
競
技
会
」
に
改
め
る
。

　
第
二
条
の
う
ち
第
四
条
の
改
正
規
定
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」

に
改
め
る
。
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第
三
条
の
う
ち
第
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
六
条
の
二
第
四
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同

条
第
五
項
と
し
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
３
　
市
町
村
長
は
、
前
項
の
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
聴
会
を
開
い
て
、
第
一
項
の
許
可
の
申

請
に
係
る
施
設
の
設
置
場
所
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
条
の
う
ち
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
中
「
第
六
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
六
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
第
四
条
の
う
ち
第
四
条
の
改
正
規
定
中
「
、
小
型
自
動
車
競
走
会
又
は
私
人
」
を
「
又
は
小
型
自
動
車
競
走
会
」
に
改
め
る
。


